
６．大きな木 

※直径２０ｃｍ以

上の木の長さは

２０ｃｍ以内 

－自治会清掃ごみの分別方法－ 
 

◇自治会清掃ごみの分別は下記のとおりとなります。 

※びん・缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装のごみは、汚れた物が多く資源化できませ

んので、通常の分別とは異なります。 

※海水で濡れたままの物は収集できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回覧用 

１０．粗大ごみ（袋に入らないもの。） ※下記の分類ごとに集積してください。 

 
燃やせるごみ 
 

 

プラスチック類 燃やせないごみ 

（プラスチック類以外） 

   

５．長い枝・木 

※１５０ｃｍ以下に切

り、枝を切り落とし

た後、紐で束ねてく

ださい。 

※１束１０ｋｇ程度 

 

長い枝・木 

２．缶 

※びんは入れないでくだ

さい。 

１．燃やせるごみ 

７０Ｌの袋（草木専用） 

草・枝木、落ち葉 

   

４５Ｌ、１８Ｌの袋 

草・枝木、落ち葉、ペットボトル 

袋に入る燃やせるごみ、プラスチ

ック製容器包装 

 

 

７．竹 

※５０ｃｍ以下に切り、

紐で束ねてください。 

※１束１０ｋｇ程度 

 

竹 

９．有害ごみ（水 

銀使用廃製品） 

蛍光管、水銀を使っ

た体温計等 

１５０ｃｍ以下 直径２０ｃｍ以上 

長さ 

２０ｃｍ以内 

５０ｃｍ以下 

０３０３ 

３．びん 

※金属製のキャッ

プは、必ず外して

ください。 

※金属製のキャッ

プは、｢缶｣の袋に

入れてください。   

 
 

 

４．燃やせないごみ 

袋に入る燃やせない

ごみ 

※缶、びん、有害ご

みは、入れないで

ください。 

  

８．汚泥 

（側溝の泥など） 

※土のう袋に入れて

ください。 

※入れる量の目安は 

３分の１程度と

し､口を結んでく

ださい。 

１０．有害ごみ（水

銀使用廃製品以外） 

乾電池、ライター、

充電式電池等 

 

 

    
    


